
 
和光市最低制限価格取扱要綱 

平成２５年 ９月１８日要綱第３０号 

改正 平成２８年 ５月１２日要綱第 ９号 

改正 平成２９年 ５月２４日要綱第 ７号 

改正 令和 元年１２月１２日要綱第１８号 

改正 令和 ５年 ２月 ６日要綱第 ２号 

改正 令和 ７年 ５月 １日要綱第 ９号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する建設工事又は製造（以下「建設工事等」という。）の

請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」という。）を執行す

るに当たり、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第２項（

同令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づきあらかじめ設け

る最低制限価格に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象競争入札） 

第２条 この要綱の対象となる競争入札（以下「対象競争入札」という。）は、設計額が

２００万円を超える建設工事等の請負契約に係るものとする。ただし、和光市低入札価

格調査制度要綱（平成２１年要綱第１６号）の規定が適用される競争入札及び市長が特

に認める競争入札を除く。 

（最低制限価格） 

第３条 最低制限価格は、対象競争入札の予定価格を算出する基礎となった次の各号に掲

げる額に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。ただし、

その額が、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては１０分の

９．２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合

にあっては１０分の７．５を乗じて得た額とする。 

(1) 直接工事費の額 １０分の９．７ 

(2) 共通仮設費の額 １０分の９ 

(3) 現場管理費の額 １０分の９ 

(4) 一般管理費等の額 １０分の６．８ 

２ 前項の規定にかかわらず、対象競争入札のうち市長が特に必要と認めた競争入札の最

低制限価格は、予定価格に１０分の７．５から１０分の９．２までの範囲内で市長が適

当と認めた割合を乗じて得た額とする。 

（落札者の決定） 

第４条 市長は、最低制限価格を設けた対象競争入札について、当該最低制限価格を下回

る価格をもって申込みをした者を落札者としないものとする。 

２ 前項の最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者は、当該申込みに係る再度



の競争入札に申し込むことができないものとする。 

３ 市長は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みを

した者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者又は落札候補者とするものと

する。 

 

   附 則 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

  


